
大和郡山市建設工事等競争入札参加者格付基準

大和郡山市建設工事等競争入札参加者格付要綱に定める基準は、次のとおりとする。

１ この基準における用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、大和郡山市建設工事執行規則（昭和43年

８月大和郡山市規則第12号。）の例による。

(1) 市及び公営企業発注建設工事 大和郡山市及び大和郡山市の地方公営企業が発注する建設工事をいう。

(2) 格付評価対象期間 最後に格付をした日の属する年４年前の年の１月１日から格付しようとする日の属

する年の前年の12月31日までの間をいう。

(3) 通算工事成績 格付評価対象期間中における評定を行おうとする競争入札参加登録業者の施工に係る市

及び公営企業発注建設工事（工事主管課において検査を実施した建設工事は除く。）の工事成績の平均

値をいう。

２ 建設工事競争入札参加登録業者に係る格付は、別表第１及び別表第２に掲げる算定方法による。

附 則

この基準は平成24年４月１日から施行し、同日以後の競争入札参加登録に伴う格付から適用する。

附 則

この基準は平成27年５月１日から施行し、同日以後の競争入札参加登録に伴う格付から適用する。



別表第１

建設工事

許可業種 土 木 一 式

格付 とび・土工コンクリート 建 築 一 式 舗 装

評定事項 管

総評定点 ８５０点以上 ８５０点以上 ８００点以上

資本金 4000万円以上 4000万円以上 2000万円以上

Ａ 技術職員 ７名以上(1級3名以上) ７名以上(1級3名以上) ３名以上(1級1名以上)

建設業の許可区分 特定建設業 特定建設業 特定建設業

過去の格付け状況 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ

総評定点 ７５０～８４９点 ７５０～８４９点 ７００～７９９点

資本金 2000万円以上 2000万円以上

Ｂ 技術職員 ３名以上(1級1名以上) ３名以上(1級1名以上) ２名以上

建設業の許可区分 特定建設業 特定建設業

過去の格付け状況 直前２年間Ｃ 直前２年間Ｃ

総評定点 ６５０～７４９点 ６５０～７４９点 ６９９点以下

Ｃ 技術職員 ２名以上(2級1名以上) ２名以上(2級1名以上)

過去の格付け状況 直前２年間Ｄ 直前２年間Ｄ

総評定点 ５５０～６４９点 ５５０～６４９点

Ｄ

技術職員 ２名以上 ２名以上

Ｅ 総評定点 ５４９点以下 ５４９点以下

１ 総評定点

総評定点とは、客観的事項の点数に主観的事項の点数を合計した点をいいます。

(1) 客観的事項

競争入札参加登録申請書提出時の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（以下「総合評定

値通知書」という。）における総合評定値（Ｐ）とする。



(2) 主観的事項

ア 工事成績

工事成績に係る評定点は、次の表の工事成績の項中設定しようとする建設工事競争入札参加登録

業者の通算工事成績が該当する欄に対応する同表評定点の項の欄の値とする。

工事成績 ８０以上 ７９ ７８ ７７ ７６ ７５ ７４ ７３

評定点 ４０ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０ １８ １６

７２ ７１ ７０ ６０～６９ ５９ ５８ ５７ ５６ ５５

１４ １２ １０ ０ ー２０ －２４ －２８ －３２ －３６

５４以下

－４０

イ 信用度等

(ｱ) 格付しようとする日の属する年の前々年の１月１日から格付しようとする日の属する年の

前年の12月31日までの間における入札参加停止期間が１月につき、５点減点する。

(ｲ) ＩＳＯ9001及びＩＳＯ9002の認証取得者に15点を、ＩＳＯ14001の認証取得者に10点を加点

する。

２ 資本金

資本金とは、総合評定値通知書における資本金とする。

３ 技術職員数

技術職員の数は、総合評定値通知書の技術職員数とする。ただし、国土交通大臣の特別認定者は認

定された業種に限り１級技術者として、また基幹技能者は２級技術者として取り扱うものとする。

４ 過去の格付状況

(1) 資格等級が２等級以上昇格する場合は、１等級の昇格に止めるものとする。

(2) 資格等級が降格する場合は、格付に該当する等級に降格するものとする。

(3) 新たに登録を受けた許可業種の格付は、最下位等級とする。

(4) 奈良県外に本店を有する業者が大和郡山市内に本店を移した場合は、条件を満たす等級よりも２等

級下位の等級に格付するものとする。なお、奈良県内に本店を有する業者については、条件を満たす

等級を格付するものとする。

(5) 建設工事の競争入札参加登録業者としての登録の継続を忘れた場合の取扱いは、前回の格付を受け

た許可業種については、前回の等級より１等級降格して格付する。ただし、今回の登録時の格付が１

等級降格した格付を下回る場合は、見合った格付とする。なお、３年以上登録が無い許可業種は、新

たに登録された許可業種と同様に取り扱うものとする。

(6) 過去の実績等を総合的に考慮して、格付評価を調整する必要があると大和郡山市建設工事等入札参

加者資格審査会（以下、「審査会」という。）において判断された建設工事の競争入札参加登録業者に

ついては、審査会が定める範囲内で調整を行うことができるものとする。



別表第２ 委託業務

建設コンサルタント、建築設計、測量、地質調査

２ 格付け資格
(1)建設コンサルタント：建設コンサルタント登録規程による登録をしている業者である者

(2)建築設計 ：建築士法による登録をしている業者である者

(3)測 量 ：測量法による登録をしている業者である者

(4)地質調査 ：地質調査業者登録規程による登録をしている業者である者

Ａ：年間平均実績高 点数 Ｂ：自己資本額数値 点数 Ｃ：有資格者数値 点数

１億円未満 10 ５未満 10 １４以下 10

１億円～５億円未満 15 ５～１０未満 20 ３９以下 15

５億円～１０億円未満 20 １０以上 30 ６４以下 20

１０億円～２０億円未満 25 １０９以下 25

２０億円以上 30 １１０以上 30

Ｃ＝有資格(1)×５＋有資格(2)×２

Ｄ：営業年数 点数 Ｅ：成績評定 点数

５年未満 10 １００点 20

５年～１５年未満 15 ８０～９９点 10

１５年～２５年未満 20 ６０～７９点 0

２５年～３５年未満 25 ５９点以下 -10

３５年以上 30

総合点数 ランク

１５０点以下 Ｄ

１５１点～２００点以下 Ｃ

２０１点～２５０点以下 Ｂ

２５１点以上 Ａ

過去の実績等を総合的に考慮して、格付評価を調整する必要があると大和郡山市建設工事等入札参加者資格審
査会（以下「審査会」という。）において判断された委託業務の競争入札参加登録業者については、審査会で定
める範囲内で調整を行うことができるものとする。

総合点数＝３×Ａ＋Ｂ＋５×Ｃ＋Ｄ±Ｅ（＝３００点満点±Ｅ）

４ その他

Ｂ＝自己資本額／実績高×１００

Ｄ：営業年数 Ｅ：成績評定

格付評価対象期間において完了し
た大和郡山市及び大和郡山市の地
方公営企業発注の委託業務(入札検
査課及び大和郡山市上下水道部に
て入札した委託業務)の総評点の平
均値をいう。

有資格者数とは、有資格(1)は測量
士・一級建築士・技術士、有資格
(2)は測量士補・二級建築士・ＲＣ
ＣＭ・地質調査技士とする。

１ 業種名

３ 格付け基準
Ａ：業種別年間平均実績高 Ｂ：自己資本額数値 Ｃ：有資格者数値


